
議案第１７号 

 

大田原市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市行政手続条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一   

 

大田原市行政手続条例の一部を改正する条例 

大田原市行政手続条例（平成９年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（目的等） （目的等） 

第１条 この条例は、行政手続法（平成５年法律第８８号）第

４６条の規定により、処分、行政指導及び届出に関する手続

に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営にお

ける公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利

益の保護に資することを目的とする。 

第１条 この条例は、行政手続法（平成５年法律第８８号）第

４６条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に

関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行

政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市

民の権利利益の保護に資することを目的とする。 

２ 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規

定する事項について、法律又は他の条例に特別の定めがある

場合は、その定めるところによる。 

２ 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規

定する事項について、法律又は他の条例に特別の定めがある

場合は、その定めるところによる。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 



⑴～⑷（略） ⑴～⑷ （略） 

⑸ 申請 条例等に基づき、市長等の許可、認可、免許その

他の自己に対し何らかの利益を付与する処分（以下「許認

可等」という。）を求める行為であって、当該行為に対し

て市長等が諾否の応答をすべきこととされているものをい

う。 

⑸ 申請 条例等に基づき、市長等の許可、認可、免許その

他の自己に対し何らかの利益を付与する処分（以下「許認

可等」という。）を求める行為であって、当該行為に対し

て市長等が許諾の応答をすべきこととされているものをい

う。 

⑹～⑼ （略） ⑹～⑼ （略） 

（適用除外） （適用除外） 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第

４章の２までの規定は、適用しない。 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第

４章の２までの規定は、適用しない。 

⑴～⑼ （略） ⑴～⑼ （略） 

⑽ 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する市

長等の裁決、決定その他の処分の手続において法令に基づ

いてされる行政指導 

⑽ 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する市

長等の裁決、決定その他の処分の手続において法令に基づ

いてされる行政指導 

⑾・⑿ （略） ⑾・⑿ （略） 

（審査基準） （審査基準） 

第５条 市長等は、申請により求められた許認可等をするかど

うかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされ

る基準（以下「審査基準」という。）を定めるものとする。 

第５条 市長等は、申請により求められた許認可等をするかど

うかをその条例等の定めにしたがって判断するために必要と

される基準（以下「審査基準」という。）を定めるものとす

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（申請に対する審査及び応答） （申請に対する審査、応答） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

（処分の基準） （処分の基準） 

第１２条 市長等は、不利益処分をするかどうか又はどのよう 第１２条 市長等は、不利益処分をするかどうか又はどのよう



な不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判

断するために必要とされる基準（次項において「処分基準」

という。）を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなけ

ればならない。 

な不利益処分とするかについてその条例等の定めにしたがっ

て判断するために必要とされる基準（次項において「処分基

準」という。）を定め、かつ、これを公にしておくよう努め

なければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（不利益処分をしようとする場合の手続） （不利益処分をしようとする場合の手続） 

第１３条 市長等は、不利益処分をしようとする場合には、次

の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不

利益処分の名宛人となるべき者について、当該各号に定める

意見陳述のための手続を執らなければならない。 

第１３条 市長等は、不利益処分をしようとする場合には、次

の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不

利益処分の名宛人となるべき者について、当該各号に定める

意見陳述のための手続を執らなければならない。 

⑴ 次のいずれかに該当するとき 聴聞 ⑴ 次のいずれかに該当するとき 聴聞 

ア （略） ア （略） 

イ アに規定するもののほか、名宛人の資格又は地位を直

接に剥奪する不利益処分をしようとするとき。 

イ アに規定するもののほか、名宛人の資格又は地位を直

接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。 

ウ （略） ウ （略） 

⑵ （略） ⑵ （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適

用しない。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適

用しない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製

造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等

において技術的な基準をもって明確にされている場合にお

いて、専ら当該基準が充足されていないことを理由として

当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその

不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によっ

⑶ 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製

造、販売その他の取扱について順守すべき事項が条例等に

おいて技術的な基準をもって明確にされている場合におい

て、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当

該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不

充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって



て確認されたものをしようとするとき。 確認されたものをしようとするとき。 

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略） 

（聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長等は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明

しない場合においては、第１項の規定による通知を公示の方

法によって行うことができる。この場合においては、掲示を

始めた日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に

到達したものとみなす。 

３ 市長等は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明

しない場合においては、第１項の規定による通知を、その者

の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該市長

等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者

に交付する旨を当該市長等の事務所の掲示場に掲示すること

によって行うことができる。この場合においては、掲示を始

めた日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到

達したものとみなす。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人とな

るべき者の氏名、第１項第３号及び第４号に掲げる事項並び

に当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつ

でもその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」

という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧

することができる状態に置くとともに、公示事項が記載され

た書面を当該市長等の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事

項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したも

のの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによ

って行うものとする。この場合においては、当該措置を開始

した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到

達したものとみなす。 

（新設） 



（代理人） （代理人） 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条第４項後段の規 

定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以 

下「当事者」という。）は、代理人を選任することができる。 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条第３項後段の規 

定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以 

下「当事者」という。）は、代理人を選任することができる。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（文書等の閲覧） （文書等の閲覧） 

第１８条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利

益を害されることとなる参加人（以下この条及び第２４条第

３項において「当事者等」という。）は、聴聞の通知のあっ

た時から聴聞が終結する時までの間、市長等に対し、当該事

案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処

分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができ

る。この場合において、市長等は、第三者の利益を害するお

それがあるときその他正当な理由があるときでなければ、そ

の閲覧を拒むことができない。 

第１８条 当事者及び当該不利益処分がなされた場合に自己の

利益を害されることとなる参加人（以下この条及び第２４条

第３項において「当事者等」という。）は、聴聞の通知のあ

った時から聴聞が終結する時までの間、市長等に対し、当該

事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益

処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることがで

きる。この場合において、市長等は、第三者の利益を害する

おそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧を拒むことができない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（続行期日の指定） （続行期日の指定） 

第２２条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴

聞を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を

定めることができる。 

第２２条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴

聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日

を定めることができる。 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１５条第３項及び第４項の規定は、前項本文の場合にお

いて、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通

知の方法について準用する。この場合において、同条第３項

及び第４項中「不利益処分の名宛人となるべき者」とあるの

３ 第１５条第３項及び第４項の規定は、前項本文の場合にお

いて、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通

知の方法について準用する。この場合において、同条第３項

及び第４項中「不利益処分の名宛人となるべき者」とあるの



は「当事者又は参加人」と、同項中「掲示を始めた日から２

週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から２週

間を経過したとき（同一の当事者又は参加人に対する２回目

以降の通知にあっては、当該措置を開始した日の翌日）」と

読み替えるものとする。 

は「当事者又は参加人」と、同項中「掲示を始めた日から２

週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から２週

間を経過したとき（同一の当事者又は参加人に対する２回目

以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日）」と読み替

えるものとする。 

（聴聞の再開） （聴聞の再開） 

第２５条 市長等は、聴聞の終結後に生じた事情に鑑み必要が

あると認めるときは、主宰者に対し、前条第３項の規定によ

り提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることがで

きる。第２２条第２項本文及び第３項の規定は、この場合に

ついて準用する。 

第２５条 市長等は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必

要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第３項の規定

により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずること

ができる。第２２条第２項本文及び第３項の規定は、この場

合について準用する。 

（聴聞に関する手続の準用） （聴聞に関する手続の準用） 

第２９条 第１５条第３項及び第４項並びに第１６条の規定は 

、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、

第１５条第３項中「第１項」とあるのは「第２８条」と、同

条第４項中「第１項第３号及び第４号」とあるのは「第２８

条第３号」と、第１６条第１項中「前条第１項」とあるのは

「第２８条」と、「同条第４項後段」とあるのは「第２９条

において準用する第１５条第４項後段」と読み替えるものと

する。 

第２９条 第１５条第３項及び第４項並びに第１６条の規定は 

、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、

第１５条第３項中「第１項」とあるのは「第２８条」と、「 

同項第３号及び第４号」とあるのは「同条第３号」と、第１

６条第１項中「前条第１項」とあるのは「第２８条」と、「 

同条第３項後段」とあるのは「第２９条において準用する第

１５条第３項後段」と読み替えるものとする。 

（行政指導の一般原則） （行政指導の一般原則） 

第３０条 （略） 第３０条 （略） 

２ 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなか

ったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 

２ 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなか

ったことを理由として、不利益な取扱をしてはならない。 

３ （略） ３ （略） 



（行政指導の中止等の求め） （行政指導の中止等の求め） 

第３４条の２ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導（ 

その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限

る。）の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定

する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をし

た市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止

その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし 

、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述の 

ための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。 

第３４条の２ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導（ 

その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限

る。）の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定

する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をし

た市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止

その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし 

、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述の

ための手続きを経てされたものであるときは、この限りでな

い。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第３５条の２ 何人も、法令に違反する事実がある場合におい

て、その是正のためにされるべき処分又は行政指導（その根

拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。）

がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有

する市長等又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に

対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすること

を求めることができる。 

第３５条の２ 何人も、法令に違反する事実がある場合におい

て、その是正のためにされるべき処分又は行政指導（その根

拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。）

がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有

する市長等又は行政指導をする権限を有する市の機関に対し 

、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求

めることができる。 

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し

てしなければならない。 

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し

てしなければならない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 当該処分の根拠となる条例等の条項又は当該行政指導の

根拠となる法律若しくは条例の条項 

⑷ 当該処分の根拠となる条例等の条項又は行政指導の根拠

となる法令の条項 

⑸・⑹ （略） ⑸・⑹ （略） 

３ （略） ３ （略） 



（届出） （届出） 

第３６条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書

に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定めら

れた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が

条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に

到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行され

たものとする。 

第３６条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書

に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定めら

れた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が

条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に

到達したときに、当該届出をすべき手続き上の義務が履行さ

れたものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大田原市行政手続条例第１５条第３項及び第４項（これらの規定を同条例第２２条第３項及び第２９

条において準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日以降にする通知について適用し、同日前にした通知について

は、なお従前の例による。 


